
【告 示】

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定 （高齢者福祉課） ２

配偶者の自立の支援に関する法律の規定による医療機関の指定

【正 誤】

令和２年９月４日付け島根県報第138号中 （森 林 整 備 課） ２
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告 示

島根県告示第659号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第

144号）第49条の規定により、法による医療支援給付を担当する機関を次のとおり指定したので、法第14条第４項におい

てその例によるものとされた生活保護法第55条の３第１号の規定により告示する。

令和２年11月13日

島根県知事 丸 山 達 也

医療機関の名称 所 在 地 指定年月日

とびうお薬局 大田市大田町大田ロ1181番地19 令和２年９月１日

正 誤

令和２年９月４日付け島根県報第138号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

ページ 箇所 誤 正

４ 島根県告示第 １ 解除予定保安林の所在場所 １ 解除予定保安林の所在場所

556号中 益田市匹見町道川イ1033－17、1033－18 益田市匹見町道川イ1033－17、イ1033－

18（以上２筆国有林）
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